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答申第２２４号（諮問第２７７号） 

 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

埼玉県警察本部長（以下「実施機関」という。）が平成２６年１２月１２日付けで行

った公文書開示決定及び公文書部分開示決定は、妥当である。 

 

２ 審査請求及び審議の経緯 

（１） 審査請求人は、平成２６年１１月６日付けで、埼玉県情報公開条例（平成１２年

埼玉県条例第７７号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、実施機関に

対し次のとおり開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

「１ 平成２６年９月１６日付け文情第９２２号『公文書開示決定通知書』で開示

された平成１６年（度）ファイル基準表の『個別フォルダー』に記載される次

のもの。 

①『保管法施行規則の一部改正１３．１２．１３』（所属：調査運用）（第１

ガイド：保管場所事務）（第２ガイド：共通（保管場所）） 

②『使用の本拠地の位置』の解釈基準（所属：調査運用）（第１ガイド：保管

場所事務）（第２ガイド：警察庁文書） 

③『キャンピング・トレーラの取扱い』（所属：調査運用）（第１ガイド：保

管場所事務）（第２ガイド：通知文） 

④『通達ごと』（所属：管制企画）（第１ガイド：通達）（第２ガイド：本庁

通達） 

 ２ 平成２６年９月１６日付け文情第９２３号『公文書開示決定通知書』で開示

された平成１７年（度）ファイル基準表の『個別フォルダー』に記載される次

のもの。 
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①『実施要領の制定』（所属：駐車対策第二）（第１ガイド：駐車管理システ

ム）（第２ガイド：例規通達） 

②『一部改正』（所属：駐車対策第二）（第１ガイド：駐車管理システム）（第

２ガイド：例規通達） 

③『警察庁・管区からの通知』（所属：駐車対策第二）（第１ガイド：使用制

限）（第２ガイド：警察庁・管区）③～⑨は平成１８年（度）ファイル基準

表（平成１８年中に発生した文書） 

④『本庁調査・回答』（所属：駐車対策第二）（第１ガイド：使用制限）（第

２ガイド：警察庁・管区） 

⑤『使用制限の量定』（所属：駐車対策第二）（第１ガイド：使用制限）（第

２ガイド：使用制限） 

⑥『使用制限個人フォルダー』（所属：駐車対策第二）（第１ガイド：使用制

限）（第２ガイド：使用制限） 

⑦『警察庁からの通知』（所属：駐車対策第二）（第１ガイド：レッカー）（第

２ガイド：警察庁） 

⑧『施錠された２輪車のレッカー移動の法令解釈』（所属：駐車対策第二）（第

１ガイド：レッカー）（第２ガイド：警察庁） 

⑨『警備業の要件に関する規則等の一部改正について』（所属：駐車対策第二）

（第１ガイド：駐車監視員）（第２ガイド：警察庁） 

 ３ 平成２６年８月２８日付け文情第８６８号『公文書開示決定通知書』で開示

された平成１８年（度）ファイル基準表の『個別フォルダー』に記載される次

のもの。 

①『通達原議』（所属：規制企画）（第１ガイド：文書管理）（第２ガイド：

原議） 

②『通達等』（所属：規制企画）（第１ガイド：文書管理）（第２ガイド：警

察庁通達） 
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③『通達等』（所属：規制企画）（第１ガイド：文書管理）（第２ガイド：警

察庁通達） 

④『公安委員会指令原簿』（所属：規制運用）（第１ガイド：総記）（第２ガ

イド：共通） 

⑤『通達ごと』（所属：管制企画）（第１ガイド：通達）（第２ガイド：本庁

通達）」 

（２） 実施機関は、本件開示請求の１①、１②、１③、２③、２④、２⑤、２⑦、２⑧

及び２⑨に係る文書として、別紙「対象文書一覧」のとおり１５文書（以下「本件

対象文書１から１５まで」という。）を特定した。 

（３） 実施機関は、平成２６年１２月１２日付けで本件対象文書３、８、９及び１４に

ついては公文書開示決定、本件対象文書１、２、４、５、６、７、１０、１１、１

２、１３及び１５については次のとおり公文書部分開示決定（以下「本件処分」と

いう。）を行い、審査請求人に通知した。 

ア 埼玉県警察職員のうち警部補以下の職員の氏名及び印影については、条例第１

０条第１号及び第３号に該当するため不開示 

イ 警察庁職員のうち警部以下の職員及び警部相当職以下の職員の氏名について

は、条例第１０条第１号及び第３号に該当するため不開示 

ウ 担当職員の内線番号及びアドレスについては、条例第１０条第５号に該当する

ため不開示 

（４） 審査請求人は、埼玉県公安委員会（以下「諮問庁」という。）に対し、平成２７

年１月６日付けで、本件処分の取消しを求めて審査請求（以下「本件審査請求」と

いう。）を行った。 

（５） 当審査会は、本件審査請求について、平成２７年４月１日に諮問庁から条例第２

２条の規定に基づく諮問を受けるとともに、開示決定等理由説明書の提出を受けた。 

（６） 当審査会は、平成２７年６月１８日に審査請求人から意見書の提出を受けた。 

（７） 当審査会は、平成２７年７月１７日に諮問庁の職員から意見聴取を行った。 
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（８） 当審査会は、平成２７年１０月２３日に審査請求人の口頭意見陳述を聴取した。 

 

３ 審査請求人の主張の要旨 

  審査請求人が主張している内容は、おおむね以下のとおりである。 

（１） 審査請求の趣旨 

    開示された公文書の内容を確認すると、埼玉県警察文書管理規程（平成１４年警

察本部長訓令第２５号。以下「文書管理規程」という。）や条例違反と考えられる

内容があり、また、埼玉県警察職員のうち警部補以下の職員の氏名及び印影を不開

示情報として本件対象文書の原本の閲覧を拒んでいることから、本件審査請求を行

う。 

（２） 審査請求の理由 

平成１６年（度）、平成１７年（度）及び平成１８年（度）ファイル基準表から、

現在も保有されていると記載される警察庁からの通達や保存期間が空欄のものを特

定して開示請求を行ったところ、開示された文書に違う年度の文書が紛れ込んでお

り、これは文書管理規程第３６条第２項（文書等は、暦年ごとに整理しなければな

らない。）違反であり、かつ、条例第３０条（公文書の管理）違反である。 

また、開示された公文書は、警察庁からの通達であるが課内での供覧文書であり、

県下の警察署への指示等が行われていない意味不明の文書で条例第３０条違反であ

る。 

開示決定等理由説明書には、警部補以下の職員の氏名等を不開示とする理由とし

て「慣行として公にされない職員・・・当該警察職員及びその家族等の生命、身体、

財産等の保護に支障を及ぼす」との記載があるが、特に警部補以下の職員の氏名等

を不開示とする規定はなく、また、警部補以下の職員と警部以上の職員とを区別し

て開示情報と不開示情報として取り扱う合理的な説明も行われていない。 

これは、条例第１０条第１号及び第３号を拡大解釈して原本の閲覧を妨害する意

図がある公文書部分開示決定通知書である。 
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４ 諮問庁の主張の要旨 

諮問庁が主張している内容は、おおむね以下のとおりである。 

（１） 原処分について 

実施機関は、本件開示請求の１①、１②、１③、２③、２④、２⑤、２⑦、２⑧

及び２⑨に該当する文書については、交通規制課及び交通指導課において保有して

いたため、開示決定処分及び部分開示決定処分を行ったものである。 

（２） 個別フォルダーの検索について 

ファイル基準表は、文書管理規程の別記様式第１２号において定められているも

のであり、「第１ガイド」、「第２ガイド」、「個別フォルダー」、「内容・取扱

説明」、「保存期間」、「保存満期」等が項目とされている。 

開示請求者は、平成１６年、平成１７年及び平成１８年当時のファイル基準表に

基づき、個別フォルダー名を指定して本件開示請求を行ったものである。 

本件開示請求を受けて、実施機関は交通規制課及び交通指導課において個別フォ

ルダーの検索を行ったところ、本件開示請求の１①、１②、１③、２③、２④、２

⑤、２⑦、２⑧及び２⑨に記載されている個別フォルダーについては、開示請求時

点で保有していたため、当該個別フォルダーに保管されている文書を特定したもの

である。 

（３） 不開示理由について 

ア 埼玉県警察職員のうち警部補以下の職員の氏名及び印影 

 警部補以下の職員の氏名は、埼玉県職員録においても、また、新聞の人事異動

情報でも公表されておらず、慣行として開示請求者が知ることができる情報とは

いえないことから、条例第１０条第１号に規定する不開示情報に該当し、また、

その職務の特殊性から氏名を開示することにより当該職員及びその家族等の生

命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがあるなど、公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれがある情報であることから、条例第１０条第３号に該
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当するものと認められる。警部補以下の職員の印影についても氏名と同様に解さ

れるものである。 

イ 警察庁職員のうち警部以下の職員及び警部相当職以下の職員の氏名 

 警察庁における「氏名を慣行として公にしている」職員の範囲は、警視又は同

相当職（専門官）以上の職員であり、警察庁職員のうち警部以下の職員及び警部

相当職以下の職員の氏名は、慣行として開示請求者が知ることができる情報とは

いえないことから、条例第１０条第１号に規定する不開示情報に該当し、また、

その職務の特殊性から氏名を開示することにより当該職員及びその家族等の生

命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがあるなど、公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれがある情報であることから、条例第１０条第３号に該

当するものと認められる。 

ウ 担当職員の内線番号及びアドレス 

 当該内線番号及びアドレスは、警察庁において職員個人に割り当てられたもの

であり、一般には公表されていないものであるが、他の行政機関等において公表

していない情報を公にした場合、当該行政機関等との連絡に関する事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第１０条第５号に該当するもの

と認められる。 

 

実施機関は、上記に記載した判断を経て原処分を行ったものであり、処分は妥当

なものである。 

 

５ 審査会の判断 

（１） 本件処分について 

本件処分は、実施機関が本件開示請求の１①、１②、１③、２③、２④、２⑤、

２⑦、２⑧及び２⑨に係る文書として本件対象文書１から１５までを特定し、その

うち本件対象文書３、８、９及び１４については開示決定を、本件対象文書１、２、
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４、５、６、７、１０、１１、１２、１３及び１５については部分開示決定をした

ものである。 

そこで、当審査会では、本件処分における本件対象文書１から１５までの特定の

妥当性及び不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

（２） 埼玉県警察における文書管理について 

条例第３０条は、公文書の管理が公文書の開示を実質的に担保するものであるこ

とから、公文書が適切に分類、作成、保存及び廃棄されるよう、公文書の管理の基

本原則については、各実施機関の規則等で定めることとしている。埼玉県警察にお

いては、文書管理規程に基づき文書管理が行われている。 

文書管理規程第３６条第１項では「所属で保有する文書等は、事務の性質、内容

等に応じて系統的に分類するものとする。」として文書等の分類を規定し、同条第

２項では「文書等は、暦年ごとに整理しなければならない。ただし、会計年度ごと

に整理することが適当なものは、会計年度ごとに行うものとする。」として文書等

の整理を規定している。そして、同条第４項では「前３項に規定する文書等の分類

及び整理に基づき、ファイル基準表（別記様式第１２号）を作成するものとする。」

として分類及び整理した文書等をファイル基準表で管理することを規定している。

そして、ファイル基準表には、第１ガイド（大分類）、第２ガイド（中分類）、個

別フォルダー（小分類）、保存期間等の欄があり、文書等は個別フォルダーに収納

されるが、個別フォルダーに収納される文書等の件名の記載欄はなく、個別フォル

ダーがファイル基準表上の文書管理の最小単位となっている。 

（３） 本件対象文書の特定の妥当性について 

諮問庁の説明によると、本件開示請求は、特定の個別フォルダーに保管されてい

る文書の開示を請求したものであり、本件開示請求の１①、１②、１③、２③、２

④、２⑤、２⑦、２⑧及び２⑨に記載されている個別フォルダーについては開示請

求時点で実施機関は保有していたため、当該個別フォルダーに保管されている文書

を特定したとのことである。 
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分類及び整理した文書等はファイル基準表で管理することが規定されており、個

別フォルダーがファイル基準表上の文書管理の最小単位となっていることから、当

該個別フォルダーに本件対象文書１から１５まで以外の文書が保管されているかフ

ァイル基準表からは確認することはできない。そこで、当審査会の事務局職員をし

て当該個別フォルダーの現物確認をさせたところ、本件対象文書１から１５まで以

外の文書は保管されていないことが確認できた。 

よって、当該個別フォルダーに保管されている文書として本件対象文書１から１

５までを特定した実施機関の判断は、妥当である。 

（４） 不開示部分の不開示情報該当性について 

ア 埼玉県警察職員のうち警部補以下の職員の氏名及び印影について 

 条例第１０条第１号は、「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関

する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することによ

り、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個

人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの」を不開示情報として規定し、ただし書イ、ロ又はハに掲

げる情報に該当する情報は、不開示情報から除くものとしている。 

 このうちただし書ハでは、当該個人が公務員である場合において、当該情報が

その職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員の職及び当

該職務遂行の内容に係る部分を開示するものとしている。職務遂行に係る情報に

公務員の氏名が含まれる場合には、ただし書イの「慣行として公にされ、又は公

にすることが予定されている情報」に該当するときに限り開示することとなる。 

 埼玉県警察における警部補以下の職員の氏名は、従来、埼玉県職員録において

も新聞の人事異動情報においても公表されていないことから慣行として公にさ

れている情報とはいえず、公にすることが予定されている情報ともいえない。 

 これに対し、審査請求人は、警部補以下の職員と警部以上の職員とを区別して
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開示、不開示として取り扱う合理的な説明がないと主張する。 

 しかし、警部補以下の職員は捜査、取締り等の職務を直接現場で担っているこ

とから、氏名を公にすることによって当該職員が攻撃や懐柔等の対象とされるお

それがあることは否定できない。よって、警部補以下の氏名について、埼玉県職

員録においても、また、新聞の人事異動情報においても公表されていないことに

ついては、妥当性があるといえる。 

 以上のことから、埼玉県警察職員のうち警部補以下の職員の氏名及び印影につ

いては、条例第１０条第１号に規定する不開示情報に該当し、本件においてはた

だし書イ、ロ及びハに該当する事情も認められない。 

 なお、条例第１０条第１号のみの判断で不開示情報の該当性が認められるた

め、諮問庁の主張する条例第１０条第３号の該当性については判断するまでもな

い。 

イ 警察庁職員のうち警部以下の職員及び警部相当職以下の職員の氏名 

 上記アのとおり、職務遂行に係る情報に公務員の氏名が含まれる場合には、た

だし書イの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に

該当するときに限り開示することとなる。 

 諮問庁に確認したところ、警察庁においては、警部以下の職員及び警部相当職

の職員の氏名は新聞の人事異動情報においても公表されておらず、氏名を慣行と

して公にしている職員の範囲は警視又は同相当職（専門官）以上の職員となって

いるとのことであった。そのため、警部以下の職員及び警部相当職以下の職員の

氏名は、慣行として公にされている情報とはいえず、公にすることが予定されて

いる情報ともいえない。 

 よって、警察庁職員のうち警部以下の職員及び警部相当職以下の職員の氏名に

ついては、条例第１０条第１号に規定する不開示情報に該当し、本件においては

ただし書イ、ロ及びハに該当する事情も認められない。 

 なお、条例第１０条第１号のみの判断で不開示情報の該当性が認められるた
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め、諮問庁の主張する条例第１０条第３号の該当性については判断するまでもな

い。 

ウ 警察庁の担当職員の内線番号及びアドレス 

 条例第１０条第５号は、「県、国若しくは他の地方公共団体の機関、独立行政

法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にす

ることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示情報とし、イか

らホまでを掲げている。これは、県等の事務又は事業について典型的な「おそれ」

を定めるとともに、その他県等の事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある場合には不開示にすることができることを規定するもの

であると解される。また、県等が行う「事務又は事業」には、開示請求の対象と

なっている実際の事務又は事業のほか、将来行われる同種の事務又は事業も含ま

れるものと解すべきである。 

 諮問庁は、当該内線番号及びアドレスは警察庁において職員個人に割り当てら

れたもので一般には公表されていないものであり、他の行政機関において公表さ

れていない情報を公にした場合、当該行政機関との連絡に関する事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第１０条第５号に規定する不開示

情報に該当すると主張する。 

 警察業務は、その他の行政事務に比べて、検挙や規制を行うものであることか

ら被疑者及び関係者からの反発や反感を招くおそれが高いと認められる。 

 よって、内線番号及びアドレスは、公にすることにより、いたずらや偽計等に

使用され、県及び警察庁が必要とする際の緊急の連絡等に支障を来すなど、県及

び国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から、条例第１０条第５号に規定する不開示情報に該当する。 

（５） その他 

審査請求人は、実施機関が本件対象文書に不開示部分があることを理由として原
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本の閲覧を拒んでいると主張する。しかし、条例第１８条第２項は、「視聴又は閲

覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を

生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写

しにより、これを行うことができる。」と規定しており、不開示部分のある本件対

象文書を開示するためその写しの一部を黒塗りしたものを閲覧に供することは、適

法な扱いである。 

審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を左右する

ものではない。 

（６） 結論 

以上のことから、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 （答申に関与した委員の氏名） 

新井賢治、嶋崎健太郎、山本未来 

 

審議の経過 

年  月  日 内   容 

平成２７年 ４月 １日 諮問を受ける（諮問第２７７号） 

平成２７年 ４月 １日 諮問庁から開示決定等理由説明書を受理 

平成２７年 ６月１８日 審査請求人から意見書を受理 

平成２７年 ７月１７日 諮問庁から意見聴取及び審議（第二部会第１０９回審査会） 

平成２７年 ９月 ４日 審議（第二部会第１１０回審査会） 

平成２７年１０月２３日 審査請求人の意見陳述聴取及び審議（第二部会第１１１回審査会） 

平成２８年 １月２２日 審議（第二部会第１１４回審査会） 

平成２８年 ２月１９日 答申 

 


